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《女性》

《男性》

身体に対する暴行を受けた

精神的な嫌がらせや恐怖を
感じるような脅迫を受けた

性的な行為を強要された

身体に対する暴行を受けた

精神的な嫌がらせや恐怖を
感じるような脅迫を受けた

女性（1,283人）

男性（1,045人）

内閣府による「男女間における暴力に関する調査報告書」（18年）

配偶者からの被害経験

（33.2）

（17.4）

性的な行為を強要された

何度もあった 1、2度あった まったくない 無回答

何度もあった 1、2度あった まったくない 無回答

5.85.8 20.820.8 71.671.6

1.71.7

2.12.1

2.32.3

5.35.3 10.810.8 81.881.8

5.25.2 10.010.0 82.582.5

1.31.3 12.412.4 85.285.2

1.11.1

2.02.0

2.32.3

1.61.6

6.56.5

89.989.9

0.10.1

3.33.3

94.394.3

何度もあった 1、2度あった まったくない 無回答 あった（計）

10.610.6 22.622.6 64.864.8

2.02.0

1.71.72.62.6

14.814.8 80.980.9

シ
ネ
マ
ｄ
ｅ
お
し
ゃ
べ
り

上
映
映
画
『
家
の
鍵
』

　

女
性
や
男
性
の
生
き
方
を
テ
ー

マ
に
し
た
作
品
を
鑑
賞
し
、
上
映

後
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
、
感
想
を

語
り
合
い
ま
す
。

　
【
あ
ら
す
じ
】ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら

ベ
ル
リ
ン
、
そ
し
て
ノ
ル
ウ
ェ
ー

の
海
辺
の
町
へ
、　

年
の
空
白
を

１５

経
て
出
会
っ
た
父
と
障
害
を
持
つ

息
子
が
た
ど
る
心
の
旅
。
ぎ
こ
ち

な
い
父
と
子
の
関
係
は
、
短
い
旅

を
共
に
過
ご
す
中
で
少
し
ず
つ
変

わ
っ
て
ゆ
く
（
２
０
０
４
年
イ
タ

リ
ア
映
画
）

　

第　

回
ベ
ネ
チ
ア
国
際
映
画
祭

６１

で
三
部
門
を
受
賞
。
第　

回
ア
カ

７７

デ
ミ
ー
賞
外
国
映
画
賞
イ
タ
リ
ア

代
表
作
品
。

　
【
日
時
】　

月　

日
（
水
）
午
前

１１

２１

　

時
〜
午
後
１
時

１０
　
【
会
場
】男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ

ー
　
【
定
員
】
先
着　

人
２４

　
【
参
加
費
】
無
料

　

※
２
歳
〜
未
就
学
児
の
保
育
あ

り
。　

月　

日
（
水
）
〜　

月　

１０

１７

１１

１４

日
（
水
）
に
要
予
約
。

　

申
し
込
み
は　

月　

日
（
水
）

１０

１７

〜　

月　

日
（
月
）
に
、
電
話
で

１１

１９

同
セ
ン
タ
ー
へ
。

「
月
光
仮
面
が
斬
（
き
）
る�
　

ど
う
な
る
？　�
く
ら
し
と
雇

用�
」

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
て
い
る
日
本
の
雇
用

不
安
。
企
業
利
潤
は
過
去
最
高
と

い
わ
れ
な
が
ら
、
な
ぜ
「
暮
ら
し

向
き
」
は
、「
雇
用
」
は
、
良
く
な

ら
な
い
の
か
。
現
在
の
働
き
方
に

つ
い
て
３
回
に
わ
た
っ
て
考
え
る

シ
リ
ー
ズ
の
第
１
回
目
。
経
済
学

の
月
光
仮
面
こ
と
慶
應
大
学
・
金

子
教
授
が
今
の
日
本
を
斬
（
き
）

る
。

　
【
日
時
】　

月　

日
（
日
）
午
後

１１

１８

５
時
〜
６
時
半

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室

　
【
講
師
】慶
應
大
学
経
済
学
部
教

授
の
金
子
勝
氏

　
【
定
員
】
先
着　

人
６０

　
【
参
加
費
】
無
料

　

保
護
命
令
制
度
の
拡
充
や
市
町
村
に
対
す
る
基
本
計
画
策
定

の
努
力
義
務
等
を
定
め
た
、「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び

被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」（
Ｄ
Ｖ
防
止
法
）
の
一
部
改
正

法
が　

年
通
常
国
会
で
成
立
し
、
７
月　

日
に
公
布
さ
れ
、　

１９

１１

２０

年
１
月　

日
に
施
行
さ
れ
ま
す
。

１１

　

改
正
の
主
な
内
容
は
左
表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
生
活
文
化
課�
４
７
０
・
７
７
３
８
へ
。

フィフティ２

男女平等推進センター
　　　電話４７２・００６１

　　　ファクス４７２・００５３

　　　　　（火曜日休館）

配配配配配配
偶偶偶偶偶偶
者者者者者者
暴暴暴暴暴暴
力力力力力力
防防防防防防
止止止止止止
法法法法法法
がががががが

配
偶
者
暴
力
防
止
法
が

変変変変変変
わわわわわわ
りりりりりり
まままままま
すすすすすす

　
　
　
　
　

変
わ
り
ま
す

Ｄ

Ｖ

と

は

　

Ｄ
Ｖ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ

オ
レ
ン
ス
）
と
い
う
言
葉
は
、
こ

の　

年
で
あ
っ
と
い
う
間
に
一
般

１０
的
な
日
本
語
に
な
り
、　

日
本
で

は　

年
に
Ｄ
Ｖ
防
止
法
が
施
行
さ

１３
れ
ま
し
た
。

　

Ｄ
Ｖ
防
止
法
で
は
、
配
偶
者
か

ら
の
暴
力
の
ほ
か
、
内
縁
者
、
離

婚
後
の
元
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
が

対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

Ｄ
Ｖ
と
い
う
こ
と
で
は
、
同
居
し

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

て
い
な
い
相
手
か
ら
受
け
る
暴
力
、

恋
人
間
の
暴
力
も
あ
り
ま
す
。

　

Ｄ
Ｖ
に
共
通
す
る
の
は
、
親
密

な
関
係
の
二
人
の
間
に
起
こ
っ
て

く
る
暴
力
と
い
う
こ
と
で
す
。

Ｄ

Ｖ

の

種

類

　

◎
孤
立
さ
せ
る
・
監
視

　

◎
経
済
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

　

◎
脅
す
・
心
理
的
虐
待

　

◎
性
的
虐
待

　

◎
身
体
的
虐
待

Ｄ

Ｖ

の

被

害

　

女
性
配
偶
者
の
中
の
５
・
８�

が
身
体
的
暴
行
が
「
何
度
も
あ
っ

た
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
１
回

で
も
被
害
に
あ
っ
た
方
は　

・
６

２２

�
で
、「
何
度
も
あ
っ
た
」
と
合
わ

せ
る
と
約
３
人
に
１
人
が
Ｄ
Ｖ
被

害
者
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

男
性
配
偶
者
の
場
合
、「
何
度
も

あ
っ
た
」
が
２
・
６�
、

１
回
で
も
あ
っ
た
が　

・
１４

８�
で
、
合
わ
せ
て　

・
１７

４�
の
方
が
被
害
に
あ
っ

て
い
ま
す
。

（
武
蔵
野
大
学
教
授
の
小

西
聖
子
氏
講
演
内
容
よ
り

抜
粋
。「
と
き
め
き
」
第　
３９

号
に
掲
載
）

配
偶
者
暴
力
相
談 

支

援

セ

ン

タ

ー

　

◆
東
京
ウ
ィ
メ
ン
ズ
プ
ラ
ザ

（
毎
日
午
前
９
時
〜
午
後
９
時
）

＝�
　

・
５
４
６
７
・
２
４
５
５

０３

　

◆
東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
８
時
）

＝�
　

・
５
２
６
１
・
３
１
１
０

０３

　

◆
東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

多
摩
支
所
（
平
日
午
前
９
時
〜
午

後
４
時
）
＝�
０
４
２
・
５
２
２
・

４
２
３
２

警
視
庁
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

　

平
日
午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時

　

分
、�
　

・
３
５
０
１
・
０
１

１５

０３

１
０

夜
間
・
緊
急
の
場
合
は

　

◆
警
察
（
事
件
発
生
時
）
＝
１

１
０
番

　

◆
東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

＝�
　

・
５
２
６
１
・
３
９
１
１

０３

　

※
市
男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー

で
も
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
毎
月　

日
号
の
広
報
紙

１５

３
ペ
ー
ジ
の
無
料
相
談
を
参
照
し

て
く
だ
さ
い
。

改正の主な内容
Ⅰ 保護命令制度の拡充
　１ 生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者
に係る保護命令
　２ 電話等を禁止する保護命令
　①面会の要求
　②行動の監視に関する事項を告げること等
　③著しく粗野・乱暴な言動
　④無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・
電子メール（緊急やむを得ない場合を除く）
　⑤夜間（午後１０時～午前６時）の電話・ファク
シミリ・電子メール（緊急やむを得ない場合を除
く）
　⑥汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の
情を催させる物の送付等
　⑦名誉を害する事項を告げること等
　⑧性的羞恥（しゅうち）心を害する事項を告げ
ること等又は性的羞恥心を害する文章・図画の送
付等　　　
　３ 被害者の親族等への接近禁止命令
Ⅱ 市町村基本計画の策定の努力義務
Ⅲ 配偶者暴力相談支援センターに関する改正
　１ 市町村による配偶者暴力相談支援センター
設置の努力義務
　２ 被害者の緊急時における安全の確保を配偶
者暴力相談支援センターの業務として明記
Ⅳ 裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの
保護命令発令の通知

講

演

会

〜
私
た
ち
の
こ
れ
か
ら　

�
く
ら
し
む
き
と
働
き
方�

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
１
〜

　

※
２
歳
〜
未
就
学
児
の
保
育
あ

り
。　

月　

日
（
水
）
〜　

月
８

１０

１７

１１

日
（
木
）
に
要
予
約
。

　

申
し
込
み
は　

月　

日
（
水
）

１０

１７

〜　

月　

日
（
木
）
に
、
氏
名
・

１１

１５

電
話
番
号
（
フ
ァ
ク
ス
番
号
）・
保

育
が
必
要
な
方
は
お
子
さ
ん
の
氏

名
と
年
齢
を
記
入
の
上
、
フ
ァ
ク

ス
ま
た
は
電
話
で
男
女
平
等
推
進

セ
ン
タ
ー
へ
。

　

広
報　

月
１
日
号
で
掲
載

１０

し
ま
し
た
市
民
企
画
講
座

「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
ジ
ェ
ン

ダ
ー
〜
ス
カ
ー
ト
を
履
く
の

は
誰
？
」
は
、
講
師
の
都
合

に
よ
り
日
程
が
延
期
と
な
り

ま
し
た
。

　

今
後
の
日
程
等
詳
し
く
は

男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー�

４
７
２
・
０
０
６
１
へ
。

講

座

の

延

期

に

つ

い

て

�
�

�
�
�

　

年
１
月

年
１
月　

日
か
ら

日
か
ら

２０２０

１１１１

ご
相
談
く
だ
さ
い

内閣府では配偶者からの暴力被害者
支援情報サイトを開設しています

◆配偶者からの暴力被害者支援情報
ホームページアドレス

http://www.gender.go.jp/e-vaw/
index.htm

　
【
主
な
内
容
】特
集
＝
あ
な
た
が
あ
な

た
で
あ
る
た
め
に
―
「
気
づ
か
な
い
…

Ｄ
Ｖ
」
を
考
え
る
▽
ト
ッ
プ
・
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
＝
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
滝
山
店

前
店
長
の
佐
藤
康
恵
氏
（
目
配
り
、
気

配
り
、
一
事
が
万
事
―
地
域
に
愛
さ
れ

る
店
を
）
▽
情
報
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
＝
男

女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
所
蔵
図
書
と
講

座
の
紹
介
▽
気
に
な
る
ワ
ー
ド
＝
「
団

塊
世
代
」
▽
同
セ
ン
タ
ー
の
利
用
・
相

談
案
内

　
【
配
布
場
所
】
市
民
プ
ラ
ザ
、
男
女
平

等
推
進
セ
ン
タ
ー
（
本
町
三
丁
目
）
ほ

か
、
市
内
公
共
施
設
、
金
融
機
関
の
窓

口
等

　

詳
し
く
は
生
活
文
化
課�
４
７
０
・

７
７
３
８
へ
。

男女共同参画情報誌

「ときめき」第３ ９号を発行


